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○

未
帰
還
者
留
守
家
族
等
援
護
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
十
一
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
葬
祭
料
の
額
）

（
葬
祭
料
の
額
）

第
二
条

法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
二
十
一

第
二
条

法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
二
十
一

万
五
千
円
と
す
る
。

万
二
千
円
と
す
る
。
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○

戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
八
年
政
令
第
三
百
五
十
八
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
葬
祭
費
の
額
）

（
葬
祭
費
の
額
）

第
八
条
の
五

法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
二

第
八
条
の
五

法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
二

十
一
万
五
千
円
と
す
る
。

十
一
万
二
千
円
と
す
る
。
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